
上越市若者奨学金返還支援助成金

対象者要件確認 フローチャート
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上越市に通算3年以上居住している
又は居住していたことがある

市税を滞納していない

暴力団、暴力団員ではない

上越市に住所（住民登録）があり、
実際に週4日以上住んでいて、

定住する意思がある

職種を問わず、
公務員（会計年度任用職員を含む）として

就職していない

上越市が貸与する奨学金の返還の
全部又は一部を免除されていない

（上越市定住促進奨学金の返還免除を受けていない）

大学、大学院、短期大学、高等専門学校
（第4学年、第5学年のみ）、専門学校（専門課程のみ）の

在学中に奨学金を利用し、卒業した

令和8年3月31時点の年齢は、
満30歳以下である

令和6年度に助成金の交付を受ける場合は、
令和7年3月31日時点の年齢が満30歳以下
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